


  上記 2 点については、経団連等の取組みや環境社会配慮に関する社会的背景を事実と

してガイドラインの序論的部分に記載する等の方法が考えられる。本考え方の書きぶり、

ガイドラインへの含め方については、それぞれ案を持ち寄り委員会で議論をする。 
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ある。 

② CSR の推進に当たっては、下記のような効果ある。 

環境リスク回避、地域社会との紛争の回避、競争力と市場地位の向上、資本のアク







http://www.unic.or.jp/globalcomp/glo_02.htm


http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/cgcb/charter.html
http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/download/japanese.pdf


２００７年５月２５日 

ジェトロ総務部 

 

 

市場情報を調査する機関として1951年に設立された「財団法人海外市場調査会」に遡る。同調査

会は、貿易振興に関連するいくつかの機関との合併を行い、1958 年には我が国の貿易振興施策







⑪地域醜バルコンパクト、籾鵃多国籍企業ガイドライン迁邳EU-
WEEE指令

バーゼル条約

ロッテルダム条約、ストックホルム
条約、 IFCパフォーマンス基準、
EU-RoHS指令、
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